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1 業務の概要 

（1）業務名 

   令和 7～10 年度 宇美町トレーニングルーム等運動指導事業業務委託 

（2）業務の目的 

   ロコモティブシンドローム及び生活習慣病予防のためには、自身の身体

機能の状態に合わせた運動が有効であると考えられるが、当町における

運動習慣保有者の割合は低い状況にあり、気軽に運動に取り組めるよう

な支援及び環境整備が必要とされている。 

そこで、町民に対して日常生活に取り入れることが可能な運動を知る機

会を提供することで、運動習慣の定着を図り、ひいては疾病予防及び介護

予防に繋げることを目的とする。 

（3）業務内容 

別添「令和 7～10 年度 宇美町トレーニングルーム等運動指導事業業務委

託仕様書」のとおりとする。 

（4）契約期間 

   令和 8年 3月 1日から令和 11 年 3 月 31 日までとする。 

（5）業務引継ぎ期間 

令和 8年 3月 1日から令和 8年 3月 31 日までとする。 

(なお、引継ぎ期間の委託料は発生しない。) 

 

2 委託金額の上限額 

21,000,000 円（令和 8年度分） 

21,000,000 円（令和 9年度分） 

21,000,000 円（令和 10 年度分） 

63,000,000 円(合計額)(消費税及び地方消費税を含む。) 

上記金額は提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すもの 

ではないことに留意し、本業務に係る必要経費のすべてを含むものとする。 

 

3 公募型プロポーザル方式の採用理由 

本業務は、運動習慣を定着させることで生活習慣病予防及び介護予防につな

げることを目的とした業務であり、ひいては医療費、介護費等の適正化に寄与す

ることとなる重要な業務であると言える。 

そのため、本業務の実施に際しては、他市町村において同様業務の受注実績が

あり、本業務に関し専門的な知識、技術を有する事業者が実施することが望まし

いと言える。 

また、トレーニングルーム自体の利用促進に関し、町民が利用しやすく、内容

がわかりやすい施設情報を作成可能であるなど一定の発信力を持った事業者を

選定したい。 



本業務の目的を達成することが可能な提案者を募り、その中から実績に基づ

いた創意工夫ある提案を総合的に比較、検討するため、公募型プロポーザル方式

により、受注業者を選定する。 
 

4 契約の方法 

（1）契約の締結 
   地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、公募型プロ 

ポーザル方式により選定された候補者との随意契約を行う。 
（2）契約保証金 
   契約締結と同時に、宇美町契約規則第 26 条の規定に基づき、契約保証 

金（契約額の 10/100 以上）を納付しなければならない。 
ただし、同規則第 27 条の規定に該当する場合は、免除とする。 
 

5 参加資格要件 

  本プロポーザルに応募することができる者は、次の各号に掲げる要件の全 

てを満たしていなければならない。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項の規 

定に該当しないこと。 

（2）過去に自治体等における健康増進法等の保健事業について業務実績があ 

ること。 

（3）民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)及び会社更生法（平成 14 年法律 

第 154 号）による申し立てをしていない、またはされていない者である 

こと。 

（4）次のいずれにも該当しない者であること。 

   ア 代表者及び役員等が暴力団（宇美町暴力団排除条例（平成 22 年宇美

町条例第 5号）第 2条第 1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の

構成員（以下「暴力団員」という。）である、又は暴力団員が経営に事

実上参加している者 

   イ 暴力団員を雇用している者 

   ウ 暴力団若しくは暴力団員と密接又は社会的に非難される関係を有し

ている者 

（5）国税及び地方交付税等を滞納しているものではないこと。 

（6）本業務を履行するにあたり、資格その他許可等が必要なものについて、当 

該資格等を有するものであること。 

 

 

 

 

 



6 契約までのスケジュール  

日    程 内  容 

① 令和 7年 12 月 24 日(水） 公募要項公開・募集開始 

② 令和 8年 1 月 9 日(金）16 時まで 現地確認申込期限 

③ 令和 8年 1 月 19 日(月)       現地確認 

④ 令和 8年 1 月 21 日(水) 17 時まで 参加表明書の提出期限 

⑤ 令和 8年 1 月 22 日(木) 16 時まで 質問書の提出受付期限 

⑥ 令和 8年 1 月 28 日(水)  質問に対する回答 

⑦ 令和 8年 2 月 4 日(水)17 時まで 企画提案書の提出期限 

⑧ 令和 8年 2 月 5 日(木) 参加資格結果・プレゼンテ

ーション実施の通知連絡 

⑨ 令和 8年 2 月 19 日(木) プレゼンテーション 

⑩ 令和 8年 2 月 24 日(火) 最優秀提案者の発表 

⑪ 令和 8年 2 月 27 日(金）頃 契約締結・引継開始 

 

7 質問及び回答 

（1）質問方法 

   質問書（様式第 2号）に記入の上、電子メールにより提出すること。電話 

及び来庁などによる口頭の質問は受け付けない。 

なお、質問書の送信後に、電話にて事務局にメールの着信を確認すること。 

（2）受付期限 

   令和 8年 1月 22 日(木)16 時まで 

（3）回答方法 

   令和 8 年 1 月 28 日(水)17 時までに宇美町ホームページにて質問内容及

び回答を公表する。 

    ※質疑のうち、意見表明と解されるもの、内容が不明瞭なものについて 

は回答を行わない場合がある。 

 

 

 

 

  



8 現地確認 

応募予定者が当町トレーニングルームの施設及び設備の現況を把握するた

めの希望者の現地確認は可能とする。現地確認の際には、施設利用者の妨げに

ならない様に注意すること。 

（1）現地確認を希望する場合は、下記のとおり申し込むこと。 

申込期間 令和 8年 1月 9日(金) 16 時まで 

申込方法 ・メール又はファックス 

・現地確認申込書（様式第 8号）を提出 

現地確認参加者数 1 者につき 3名まで 

現地確認日 令和 8年 1月 19 日(月) 

（2）現地申込書送信後、受領確認の電話を事務局あてにすること。 

 

9 参加表明書の提出 

  本プロポーザルに応募しようとする者は、次に掲げる内容に従い、参加表明 

書等必要書類を事務局へ提出すること。 

（1）提出書類 

順番 書類の名称 様式 

1 

参加表明書 

※本店所在地、商号、代表者資格指名その他必要事項を

記入し、実印を押印すること(すべて登記事項証明書上

のものとすること) 

※契約権限を支店等に委任する場合は、委任状(任意様

式) 

様式第 1号 

2 会社概要書 様式第 3号 

3 会社概要参考資料（パンフレット等）  

4 

その他添付書類 

①法人税、消費税及び地方消費税の滞納が無いことの証

明書（３か月以内に発行されたもの。複写でも可） 
②市町村民税を滞納していないことの証明 

 

（2）提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。） 

（3）提出期限 

   令和 8年 1月 21 日(水)17 時まで 



10 企画提案書の提出 

  企画提案書は、次に掲げる内容に従い提出すること。 

（1）提出書類（※提出期限後の提出資料の差替え及び追加は、認めない。） 

 書類の名称 注意事項等 様式 

1 企画提案書(表紙)  様式第 4号 

2 

企画提案書(別紙） 

 

※仕様書を基に趣旨に沿った企画提案を策定し、

トレーニングルームの運営や運動指導の支援方法

など必要な事項を具体的に記載すること。 

※提案事業の特色及び特にアピールしたい内容に

ついて明記すること。 

任意 

3 

同種業務実績表 

 

※本業務と同種又は同程度の業務の実績について

記載すること。 

※同種業務の実績を示す書類（契約書の写し等）

を添付すること。 

様式第 5号 

4 

業務体制表 

 

※配置予定の管理責任者及び担当者を記載するこ

と。 

※配置予定者は、公告の日において３か月以上の

実務実績を有すること。 

様式第 6号 

5 
見積書 

 

※詳細は「11 見積書の作成方法」を参照するこ

と。 
任意 

6 
誓約書(宇美町暴力

団排除条例関係) 

 
様式第 7号 

7 
その他添付書類 

 

① 商業登記簿謄本(３か月以内に発行されたも

の。複写でも可) 
 

 

（2）書類作成の注意事項 

   ア 専門知識を有しない者でも理解できるように分かりやすい記載に努

めること。 

   イ 各書類の下部中央にページ番号を付けること。 

   ウ 用紙サイズはＡ４版とし、必要に応じ図表や写真などにより文章を

補完すること。その際にＡ３版となる場合はＡ４サイズに折って綴じ

込むこと。用紙の縦横は問わない。 

   ウ 印刷は両面印刷とし様式ごとに提出すること。 

   エ 提出書類は、「（1）提出書類」の表に記載する順番にまとめ、企画提

案書（様式第 4号）の向きを基準として左側を２穴綴じとすること。 

（3）提案数 

   企画提案は、1者の応募につき 1提案とする。 

（4）提出部数 

   正本１部、副本 6部とする。 



（5）提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、提出期限必着のこと） 

（6）提出期限 

   令和 8年 2月 4日(水)17 時まで 

 

11 見積書の作成方法 

  単年度ごとの見積書 3枚及び、3か年分の合計の見積書 1枚の計 4枚を作成

すること。単位は千円とし積算内訳を明記すること。 

（1） 内訳項目 

ア 人件費【直接人件費(運動指導員)、間接人件費(アルバイト)】 

イ 役務費【郵便料、損害賠償保険料、通信料】 

ウ 管理運営費【管理運営、職員研修等】 

エ 需用費【消耗品費】 

オ 事務経費【事業報告書作成、事業計画等の事務経費】 

カ 別表計上すべき経費【独自の企画提案事業】 

 

（2） 経費の分担は次の分担表のとおりとする 

分担表 

  

※消耗品費のうち、運動指導及び普及啓発等に使用するコピー用紙代のみ、町の

負担とする。それ以外の消耗品費は、受託者の負担とする。 

  

受託者 町
人件費 給与等(直接・関節人件費） 〇
使用料 会場使用料 〇

公共料金①（電気・上下水道料・NHK受信料） 〇
公共料金②（固定電話料、携帯電話料） 〇
損害賠償保険・傷害補償保険 〇 〇
郵便料 〇
施設の維持管理・修繕費 〇
備品の修繕費（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器） 〇
消耗品費 〇 ※
広報掲載(折込ﾁﾗｼ費用を除く)・ホームページ管理費 〇
施設清掃用の備品・消耗品 〇

管理運営費 管理運営、職員研修等 〇
事務経費 事業報告書作成、事業計画の事務経費 〇

別表計上すべ
き経費 企画提案事業の運営経費 〇

項目

役務費

需用費



 

(3) 別表計上すべき経費 

分担表にある「別表計上すべき経費」については、下記の要領で計上すること。 

ア 「別表計上すべき経費」に該当する内容は、仕様書「6.業務内容」の「（3） 

企画・立案」に該当する事業とする。 

  イ アに該当する提案については、別表にて費用積算し記載する。 

 

（4）見積書作成の留意点 

  ア 見積額は、「基本事業」と「企画・立案」で明記して小計し、全事業の 

合計見積額を記載する。 

  イ 合計金額は、消費税及び地方消費税を含めない額とするが、税込み額を 

算出した際に、委託金額の上限額を超えないようにすること。 

 

 

12 審査方法 

応募者が 5者以上の場合、原則審査は事前審査と本審査の 2段階で行い、事

前審査の上位 4者に対して、本審査を行う。ただし、応募者が 5者に満たない

場合は、参加者すべてに本審査を行う。 

 

（1）事前審査 

事前審査は、企画提案書を対象とし、次に定めるところにより行う。選定 

の結果については、企画提案書を提出した者全てに対し、当該企画提案者の 

結果のみを通知するものとする。 

ア 企画提案書に記載された内容のみ審査を行う。 

   イ 企画提案書に記載された内容が優れていると評価されるものであっ

ても、宇美町が求めるものでない場合は、審査の対象から除外すること

がある。 

事前審査の結果については 2月 5日(木)までに通知連絡する。 

 

（2）本審査 

   本審査は、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、審査基 

準に基づき選定委員会で審査する。委託業者選定にあたってはプロポー 

ザル方式とし、見積書、企画提案書、類似業務実績、プレゼンテーショ 

ンの内容を総合的に審査し、各委員の評価項目ごとの評価の平均点(少 

数点以下四捨五入)を合計し、得点が最も高い提案者（以下「最高得点 

者」という。）を最優秀提案者とする。なお、審査については、別に定 

める「宇美町トレーニングルーム等運動指導事業業務委託事業者選定審 

査要領」によるものとする。 

  



 

  ア 得点配分は、次のとおりとする。 

審査項目 配点 

技術点（企画提案書） 

① 事業者に関する項目 

② 提案の趣旨に関する項目 

③ 運動指導 

④ 安全（危機）管理体制の整備 

80 点 

 

価格点（見積書） 

① 金額評価 

② 適正評価 

20 点 

合計 100 点 

 

 

13 プレゼンテーション及びヒアリング 

(1) 実施日時 

     令和 8年 2月 19 日(木) 

     ※詳細な時間と場所については、別途個別に通知する。 

(2) 実施会場（予定） 

     宇美町役場 1 階 第 1 会議室 

(3) 出席者数 

     3 名以内とする。業務に携わる主担当者に予定されている者は、必ず

出席すること 

(4) 所要時間 

機材の設置撤去を含めて 1参加者当たり 50 分程度とする。企画提案 

書の要旨及び補足説明は 30 分以内とし、その後、質疑応答時間を 10 

分程度設ける。 

  (5) 注意事項 

    ア 説明は、企画提案書に基づいて行うこと。追加の補足資料の配布及

び使用は認めない。 

    イ パソコン及びプロジェクターの使用は認める。なお、パソコン以外

の機器を町が準備することができる場合もあるので、あらかじめ事

務局と打ち合わせること。 

 

 

14 審査結果の通知・公表 

  審査結果は、プレゼンテーションを実施した全ての参加者に電子メール又

は書面で通知し、ホームページにて公表する。なお、審査結果について、一切

の異議申し立てはできないものとする。また、個別の事業者の審査、選考過程



などの内容についての問い合わせには、回答できない。 

(1) 最高得点者を最優秀提案者とするほか、第 2位及び第 3位を決定する。 

(2) 最高得点者又は第 2位になるべき者（以下「最高得点者等」という。） 

が複数あるときは、当該最高得点者等(最優秀提案者又は順位の決定

に係る事務を受任した者を含む。）にくじを引かせ、最優秀提案者及び

順位を決定する。この場合において、くじを引かない者があるときは、

本業務に関係のない宇美町の職員がその者を代理してくじを引き、最

優秀提案者を決定する。 

(3) 町長が認める合計得点に達する者がいないときは、最優秀提案者を決

定しない場合がある。 

 

 

15 最優秀提案者の決定の取消し 

   最優秀提案者を決定した日から本業務の契約を締結する日までの間に、最 

優秀提案者が「19 無効となる提案書」に掲げるもののほか、次のいずれかに 

該当することが明らかとなったときは、最優秀提案者の決定を取り消し、契約 

を締結しないものとする。この場合においては、評価が次に高い提案者を繰り 

上げ最優秀提案者とする。 

(1) 正当な理由なく、契約の締結に応じない場合。 

(2) 最優秀提案者が談合その他の不正行為によって決定された者であるこ 

と。 

 

 

16 提出書類の取扱い 

（1）提出書類は、返還しない。 

（2）提出書類の著作権は、応募者に帰属するものとする。ただし、情報公開

の請求があった場合においては、当該応募者の承諾を得た場合に限り、宇

美町の保有する情報公開に関する条例（平成 13 年条例第 17 号）の規定に

基づき情報を開示することがある。ただし、参加者名、個人情報、企画提

案内容については、全て非公開とする。開示するものとする。 

 

 

17 その他留意事項等 

（1）本プロポーザルの応募に要する費用は、応募者の負担とする。 

（2）応募に際し、保証金は徴収しないものとする。 

（3） 企画提案書等の作成に際し、宇美町ホームページに掲載されている資料

や窓口に設置されている配布、又は閲覧資料は基本的に各応募者の裁量によ

り使用できるものとする。 



（4）契約権限を支店等に委任する場合であっても、書類に記載する内容及び 

  添付書類は、本社（店）及び全ての支店等を対象とするものとする。 

（5）プロポーザルは候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の本

業務において、必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

（6）参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は、「様式第 9号 見積辞退届」

を「20 問い合わせ・提出先」に令和 8 年 2 月 2 日(月)17 時までに提出

すること。 

（7）この要項に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、関係法令 

のほか宇美町契約規則の規定に基づき決定するものとする。 

 

 

18 契約の手続き 

契約締結は、最優秀提案者と契約条件及び仕様等の確認を行い、契約の内

容が確定した上で令和 8年 2月 27 日(金)頃を目処に行うものとする。 

なお、特別な理由により最優秀提案者との契約の締結ができない場合は、

次に評価が高い提案者から契約交渉を行い、最終的に交渉が成立した者と契

約を締結する。また、審査結果通知後に最優秀提案者が、「5 参加資格要件」

のいずれかを満たさなくなった場合、またそれが明らかとなった場合も同様

とする。 

 

(1) 契約の締結に際して、次の資料を提出すること。 

ア 契約に係る正式な見積書及び内訳書（税抜き額で作成すること） 

イ 全体工程や業務計画に関するスケジュール 

ウ イに伴う役割分担表  

※各工程に対して、その実行主体（宇美町か事業者かなど）が把握で 

きるもの。 

エ その他協議に必要な書類 

 

 

19 無効となる提案書 

  次のいずれかに該当する提案書は、無効とする。 

（1）本要項に規定する内容、条件等に適合しないもの 

（2）記載内容に虚偽があるもの 

（3）記載内容が法令等に違反するもの 

（4）見積書の合計金額(税込)が「2 委託金額の上限額」を超過しているも 

  の 

 

 



20 問い合わせ・提出先 

  【事務局】 

   〒811－2192 

   福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目１番１号 

   宇美町役場 健康課 

   ℡：（092）934－2243（直通） 

   E-mail：kenkou@town.umi.lg.jp 
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